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戸塚区消費生活推進員 

広報編集委員会 
事務局 戸塚区役所地域振興課 
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今年の消費生活展は、戸塚駅からもア

クセスのよい新庁舎３Ｆ区民広間を会場

に、「ものづくり企業展」といっしょに開催

されました。 

古紙や古布を使ったリサイクル品は、

どの地区も「う～ん！」と言いたくなる

ほどの出来栄え。来場者のみなさん

は手に取ってじっくりご覧になってい

ました。 

（旧 消費生活展） 

平成 26 年 2 月 21 日（金）・22 日（土） 

代表挨拶 
いつも、消費生活推進員の活動にご理解・ご協力いただき、ありがとうございます。 

おかげさまで、平成25・26年度の活動が新しいメンバーでスタートしました。 

今年度は区役所が新庁舎に移転し、毎年開催していた消費生活展も、戸塚泉栄工業会の

方々と一緒に「戸塚ものづくり自慢展」として、さらに発展したものになりました。 

今年度の活動を糧として、来年度の活動もよりよいものにしていきたいと思います。今後と

も、消費生活推進員の活動にご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

  

戸塚区消費生活推進員の会 代表 松本 祐紀（戸塚第三地区） 

21日の「悪質商法の手口」の講演会で

は、電話のやりとりを再現した寸劇を見

ることができました。 
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区活動  

日清オイリオグループ 横浜磯子事業場見学 
平成 25 年 7 月 3 日（水） 30 名参加 

第37回 戸塚ふれあい区民まつり 
平成 25 年 11 月 3 日（祝） 東戸塚小学校 

各地区のメンバーが工夫して作ったエコ作品。不要

な物も素敵な作品に生まれ変わりました。 

天気にも恵まれ、客足が途絶えることなく、たくさんあ

った作品も完売！ 

毎年訪れてくださる方との交流もでき、とても楽しい

一日になりました。 

 

バスの中から工場内を見学しました。種々の施設・設備が数多くあり、原料の受入れから商品の梱包ま

で要する施設と、環境に優しい工場をめざす上で必要な設備が設けられていました。 

 

世界をマーケットに事業展開し、国際的に活躍する会社として、商品の安全性、環境問題の対策につい

ては、それぞれに国際規格の資格を取得するなど、一段と厳しく取組んでいることを感じ取ることができまし

た。 

＜人気の作品＞ 

アクリル毛糸のエコたわし・布ぞうり・ 

廃油せっけん・新聞紙のコサージュ・ 

ペットボトルキャップのピンクッション …など 

区活動  
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 活動の一環として「オレオレ詐欺防止対策寸劇観賞会」

を開催しました。この日のために書き下ろした脚本を元

に、推進員のメンバーが息子を名乗る犯人や、騙される母

親などを演じました。母親は騙されましたが、友人の一言

で警察に相談し、事なきを得ました。 

この寸劇を見ることで少しでも詐欺の被害を防止するこ

とができればと思います。 

【上矢部地区】 オレオレ詐欺防止寸劇鑑賞会 

 上倉田地区は10名で活動しています。 全員が初心者

なので、勉強と親睦の意味も含めて、定例会の後に作品

作りをしています。 

今年度は、不要ネクタイでネックレス、新聞紙や不要ハ

ンカチでブローチなどを作りました。会話も弾み、毎回楽し

く活動しています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６月27日、横浜市資源循環局指導員の椎橋氏他２名を

講師にお招きし、東明町内会館で講演会「土壌混合法を

学ぼう」を開催しました。 

ヨコハマ３Ｒ夢
ス リ ム

プラン、ゴミと資源の分け方、出し方、土

壌混合法について、スライドやパネルを使って分かりやす

く説明をしていただきました。 

この講演で、あらためて３Ｒ=リデュース、リユース、リサイ

クルの大切さを知りました。 

７月２日、川崎市にある三栄レギュレーターと味の素の

工場見学に40名で行きました。 

 二地区の共催により、“観光バスでの移動ができたこと”

“バスの中でＤＶＤを活用した悪質商法未然防止講座が

開けたこと”が一挙両得でした。参加者からの「また参加し

たい」との声に、次に向けての力をいただきました。 

地区活動  

※ ここにご紹介した活動の他にも、年間を通じて各地区で様々な 

※ 活動を行っています。 

【上倉田地区】 不要品を用いた作品づくり 

【舞岡地区・戸塚第三地区】 
三栄レギュレーター・味の素工場見学 

 【北汲沢地区】 
講演会「土壌混合法を学ぼう」 
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相談専用電話 (045)８４５−６６６６ 〈受付〉平日 9:00〜18:00  土日 9:00〜16:45 

祝日・休日、年末年始(12/29 - 1/3)を除く毎日 

※ 面接相談は、まず電話で予約してください。 

〒233-0002 横浜市港南区上大岡西 1−6-1  

 ゆめおおおかオフィスタワー４Ｆ・５Ｆ  

電話 ８４５−７７２２（代表）  FAX ８４５−７７２０  

 

 

  

◇ 「はまのタスケ・メール」に登録すると、新手の悪質商法の手口 

や消費生活情報が定期的に届きます。 

会員登録するには、宛先に yokohama@star7.jp  と打ち込んで 

空メールを送信してください。 

 

◇ 「消費生活ハマメール」に登録すると、悪質情報手口のほか、 

消費生活教室・イベント等の案内が届きます。 

会員登録するには、宛先に yokohama@cm03.asp.cuenote.jp 

と打ち込んで空メールを送信してください。 

横浜市消費生活総合センター   ひとりで悩まずに、まず電話でご相談ください。 

 

消費生活推進員のＯＢを中心に発足し、５年になります。現消費生活推進員の活動をサポートするために、各地

区に出向いて悪質商法の撃退法などの講演会や手作り品の講習会を開催しています。 

時代の要請を意識しながら、次年度は“若返る脳づくり”の手法を取り入れた講座を中心に展開していきたいと思

っています。  

【お問合せ・お申込先】 ＦＡＸ ８６１－３２０７ 
（ＦＡＸのみ受付。お名前と連絡先をＦＡＸでお送りください。後日、「講師の会」からご連絡します。） 

よこはま消費生活「講師の会」  消費生活推進員の活動をサポートします。 

 

   

編集後記 

最後まで読んでいただきありがとうございます。明るい光の差し込む新庁舎で行われた「戸塚ものづくり自慢

展」、多くの皆さんにお越しいただき、推進員の活動の一端をご紹介することができました。この活気を紙面で

お伝えすることができましたでしょうか。次年度もどうぞ宜しくお願い致します。          （広報班一同） 

 

消費生活推進員とは 
区内の自治会町内会の推薦や一般公募で集まった約180人の区民が、横浜市長の委嘱を受け

て、消費生活に関する正しい知識を学び、地域に発信し、安全で快適な生活を守るために各

地区で活動しています。 

 

＜平成25年度活動実績＞ 
４月７日  委嘱状伝達式・新任者研修 

６月27日  ステップアップ研修「地域で被害を未然に防ぐ啓発講座の開き方」 

７月３日  施設見学会（日清オイリオ磯子事業場） 

11月３日  区民まつり参加（リフォーム作品出店） 

11月27日  スキルアップ研修「契約の知識を身につけて伝えよう！」 

２月21日  講演会「悪質商法の手口」 

２月21・22日  戸塚ものづくり自慢展（旧消費生活展） 


